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学会賞授賞規程

（目 的）

第 １ 条 この規程は，公益社団法人 日本水産学会（以下，「この学会」という。）定款第４条第４号に定める事業を円滑

に行うため，学会賞の授賞に関する必要な事項を定めることを目的とする。

（賞の種類）

第 ２ 条 この学会には，日本水産学会賞，日本水産学会功績賞，水産学進歩賞，水産学奨励賞及び水産学技術賞を置く。

２ 前項の各賞の性格は下記のとおり規定する。

(1) 日本水産学会賞：学術研究上特別に優れた業績を上げ，水産学の発展に寄与した者に授与する。

(2) 日本水産学会功績賞：長年にわたり水産学の発展ならびに体系化に貢献した者に授与する。

(3) 水産学進歩賞：優れた業績を上げ，水産学の発展に寄与した４０歳以上（授賞年度の翌年の４月１日現在）の者に授

与する。

(4) 水産学奨励賞：研究に精進し，将来の発展が期待される４０歳未満（授賞年度の翌年の４月１日現在）の者に授与す

る。

(5) 水産学技術賞：技術上著しい業績を上げ，水産学ならびに水産業の発展に貢献した者に授与する。

（受賞者の資格）

第 ３ 条 受賞者は，日本水産学会会員に限らない。

２ 日本水産学会賞，日本水産学会功績賞，水産学進歩賞及び水産学奨励賞の受賞該当業績は，既印刷のもの（受理済みを

含む）で，少なくともその一部が日本水産学会の学会誌もしくは学術刊行物に掲載されたものであることを要する。

３ 日本水産学会賞を受賞した者は，日本水産学会功績賞以下のほかの賞を受賞することはできない。また水産学奨励賞を

受賞した者は，水産学進歩賞を受賞することはできない。

（授賞件数）

第 ４ 条 日本水産学会賞は年２件以内，日本水産学会功績賞は年２件以内，水産学進歩賞は年４件以内，水産学奨励賞は

年４件以内，水産学技術賞は年３件以内とする。ただし，必要と認められた場合には，授賞件数を若干数変更できるもの

とする。

（委員の選出手続き）

第 ５ 条 学会賞選考委員会（以下，「選考委員会」という。）は，学会賞選考委員（以下，「選考委員」という。）１５名を

もって構成する。

２ 選考委員は支部幹事の投票により決定する。選考委員選挙の事務は選挙管理委員会がこれを行う。支部幹事は指定され

た３分野（Ａ，Ｂ，Ｃ）について各４名以内を，また，分野にとらわれず推薦したい人の枠（Ｄ）について３名以内を全

国的視野に立ち投票する。ただし，Ａ～Ｄを重複して同一人名を記載することはできない。

３ 前項の分野は，Ａ：水圏生産科学Ａ（環境，物質循環，生物，生態系），Ｂ：水圏生産科学Ｂ（漁業，資源，増養殖，経

済），Ｃ：水圏生命科学（水産化学，生化学，生理，食品）とする。

４ 選考委員の選出は次の手続きにより行う。

(1) 同一機関からの選出者は委員総数の３分の１未満とし，これを越える場合は総得票順に別機関から選出するものとす

る。

(2) Ａ～Ｃの３分野については分野ごとに高得票数順に４名を選出する。ただし，複数分野での選出は認めず，高得票を

得た分野での選出とする。

(3) 次に総得票数順に３名を選出する。同一人がＡ～Ｄの分野・枠にまたがって得票した場合は，その総数をもって得票

数とする。

(4) すべての選出において得票数が同数の場合は，年長者順とする。

(5) 各号の定めのない事項については，選挙管理委員会の決定によるものとする。

（受賞候補者の推薦）

第 ６ 条 正会員は選考委員会が別に定める形式に従い日本水産学会賞，日本水産学会功績賞，水産学進歩賞，水産学奨励

賞及び水産学技術賞の受賞候補者を広い視野に立って推薦することができる。ただし，選考委員は推薦者となることはで

きない。

２ 受賞候補者の推薦にあたっては，各賞１件以内の候補者を選び，所定の用紙により１件ごとに推薦理由及び候補者の略

歴を付して選考委員長あて送付する。推薦理由書は１頁以内とする。なお，日本水産学会賞については該当業績のみを，

また日本水産学会功績賞についてはすべての業績目録を添付する。
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３ 受賞候補者推薦の期限は７月末日とする。

４ 選考委員長は，被推薦者の一覧表を作成し，選考委員に配布する。

５ 選考委員会は，被推薦者を対象として，理事会に推薦する学会賞受賞候補者を選考する。

６ その他推薦，選考に関して必要な事項は，学会賞選考委員会内規で定める。

（受賞者の決定）

第 ７ 条 受賞者の決定は，選考委員会による受賞候補者選考の結果に基づき，理事会の議を経て会長が行う。

（賞の授与）

第 ８ 条 授賞式については理事会で決定する。

２ 賞は賞牌及び賞金とする。連名受賞の場合，代表者1名がこれらを受け取り，他は賞状とする。賞金は日本水産学会賞

１０万円，日本水産学会功績賞１０万円，水産学進歩賞５万円，水産学奨励賞５万円，水産学技術賞５万円とする。

３ 賞に要する費用は本学会の経費をもって充てる。

（取り消し）

第 ９ 条 受賞者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合は，本学会理事会の決議を経て遡って授賞を取り消すことが

できる。授賞取り消しの通告を受けた受賞者は，賞牌及び賞金を返還するものとする。

(1) 授賞対象の業績において不正が認められたとき。

(2) 本学会の名誉を著しく毀損したとき。

（改 廃）

第 10 条 本規程の改廃は，理事会の決議を経て行う。

附 則  本規程は，公益認定を受け移行の登記を行った日から施行する。

（平成２４年 ９月１４日 一部改正）

（平成２６年 ９月１９日 一部改正）

（平成２８年 ６月１１日 一部改正）

（平成３０年１２月 １日 一部改正）

（令和 ３年 ７月 ３日 一部改正）

（令和 ５年 ３月２７日 一部改正）


